
平成24年３月23日
関係事業者　様

神奈川県保健福祉局
福祉・次世代育成部障害福祉課
平成24年度障害者自立支援対策臨時特例交付金事業（神奈川県障害者
一般就労・職場定着促進支援事業）に係る補助金交付申請について
　日ごろより障害福祉行政の推進にご尽力をいただき厚くお礼申しあげます。

　県では、障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策事業の一環として、就労移行支援事業者、就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）事業者を対象に、平成24年度標記事業について補助を行います。
　年度末・4月は事務が集中することから、平成24年度においては交付決定を速やかに行うために、2回に分けて交付申請を受付、交付決定を行います。

先に標記事業を4月に実施する分についての交付申請を受け付けますので、補助を受けようとする事業者におかれましては、下記提出期限までに交付申請をしてください。5月以降に標記事業を実施する分につきましても、下記提出期限までに交付申請をしてください。

なお、交付申請が多数の場合は、調整させていただく場合もありますのでご了承ください。
【提出書類】

①平成24年度障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費補助金交付申請書

②障害者自立支援対策臨時特例交付金事業計画書

③歳入歳出（収入支出）予算書抄本（当該事業に係る部分の抄本）

【提出期限】

　①平成24年4月1日から平成24年4月30日に事業実施分　

→平成24年3月29日（木）（締切厳守）
注意：平成24年4月1日から平成24年4月10日の間に事業実施をしたい場合は、

平成24年3月27日までに必ず下記問合せ先にご連絡ください。

　②平成24年5月1日から平成25年3月31日に事業実施分
　　→平成24年4月10日（火）（締切厳守）

　<例> 4月から9月に事業を実施する場合

4月実施分と、5月から9月実施分の2回に分けて交付申請をする。


送付先・問合せ先
231-8588　横浜市中区日本大通１
神奈川県 保健福祉局 福祉・次世代育成部
障害福祉課 社会参加推進グループ　塚野

電　話　045-210-1111　内線4711

ﾌｧｸｼﾐﾘ　045-201-2051

e-mail: tsukano.43x@pref.kanagawa.jp






